
まめ板網漁業（伊勢湾） 

 

漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第５８条において読み替えて準用する同法第４２条

第１項の規定に基づき、及び同項の規定を実施するため、漁業の許可及び取締り等に関す

る省令（昭和３８年農林水産省令第５号）第７２条第１項第５号に規定するその他の小型

機船底びき網漁業に該当する伊勢湾において船舶を使用して行うまめ板網（網口開口装置

を有する漁具を使用するもの）漁業につき、愛知県漁業調整規則第１１条第１項各号に掲

げる事項に関する制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のように定め

る。 

 

１ 許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶総トン数その他の制限措置  

（１）漁業種類 

まめ板網漁業 

（２）許可又は起業の認可をすべき船舶等の数 

 ５１隻 

（３）船舶総トン数 

 １５トン未満であって許可証に記載された総トン数 

（４）推進機関の馬力数 

 ２６０キロワット以下であって許可証に記載された馬力数 

（５）操業区域 

伊勢湾のうち三重県伊勢市大湊町宇治山田港大湊防波堤灯台、知多郡南知多町尾張野

島灯台及び同郡南知多町羽豆埼突端を順次結んだ直線と陸岸により囲まれた海域とす

る。ただし、三重県伊勢市樫原新田地先標識灯と知多郡南知多町尾張野島灯台を見通す

直線以南の海域かつ三重県津市贄埼灯台と田原市伊良湖町伊良湖岬灯台を見通す直線

以西の海域を除く。 

（６）漁業時期 

 １月１日から１２月３１日まで 

（７）漁業を営む者の資格 

県内に住所を有し、当該漁業に使用する船舶（漁船法第２条第１項第１号に規定する

船舶）を使用する権利を有する者又は有する見込みのある者。 

 

２ 許可又は起業の認可を申請すべき期間 

  令和６年７月９日（火）午前８時４５分から令和６年８月９日（金）午後５時３０分ま

で 

 

３ 備考 

（１）この許可の有効期間は、許可の日から令和８年８月３１日（月）までとする。 

（２）この公示に係る許可又は起業の認可には、おおむね次に掲げる内容の条件を付けるこ

とがある。 

ア 次の区域で操業してはならない。 

（ア）三重県桑名市揖斐川口灯台、常滑市大野町沖合の伊勢湾灯標、常滑市常滑港南防



波堤端から２７０度４，０００メートルの点、知多郡美浜町野間埼灯台から３３８

度１１分９，０２９メートルの点、３５１度０２分８，４８５メートルの点、３２

２度３５分３，１８１メートルの点、２７０度１，５００メートルの点、知多郡美

浜町野間埼灯台を順次結んだ直線と陸岸により囲まれた海域。 

（イ）知多郡美浜町野間埼灯台から同郡南知多町羽豆埼突端までの最大高潮時海岸線か

ら５００メートル以内の海域。 

（ウ）篠島の最大高潮時海岸線から５００メートル以内の海域。 

（エ）三重県桑名市揖斐川口灯台から伊勢市大湊町宇治山田港大湊防波堤灯台までの最

大高潮時海岸線から４，０００メートル以内の海域及び共同漁業権漁場区域。 

イ 使用する漁具は次の範囲内でなければならない。 

（ア）網目は１５センチメートルにつき２８節以下（もじ網にあっては５０センチメー

トルにつき１０５経以下）。 

（イ）網口開口板は全長と全幅の長さの合計が２６０センチメートル以内。（ただし、

使用船舶の推進機関の馬力数が１２７キロワット以下の場合にあっては、「網口開

口板は全長と全幅の長さの合計が２７０センチメートル以内。」とする。） 

ウ 許可番号表示標識の地色は赤色の反射蛍光塗料としなければならない。 

（３）漁船法施行規則の一部を改正する省令（平成１３年農林水産省令第１５３号。）附則

第２条第１項に規定する推進機関を搭載する漁船については、この告示の１（４）中「２

６０キロワット」とあるのは、「６０馬力」、３（２）イ（イ）中「１２７キロワット」

とあるのは「３５馬力」と読み替え適用する。 

（４）愛知県漁業調整規則第１１条第６項に規定するくじは、愛知県において行うものとす

る。 

 

 

 

令和６年７月８日   愛知県知事 大村秀章 

 

 

 


